
 

◇大阪市立図書館条例の一部を改正する条例 

１ 大阪市立淀川図書館の位置を「大阪市淀川区新北野1丁目」から、「大阪市淀川区十三東1丁

目」に変更することにしました。 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することにしました。 

（大阪市立中央図書館総務担当） 


